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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一繊維構造体であって：
　（ａ）前記繊維構造体の全体にわたってランダムに分配された複数のセルロース繊維と
、
　（ｂ）前記繊維構造体が複数の合成繊維の異なる坪量の２つ以上の領域を有するように
前記繊維構造体の全体にわたって分配された前記複数の合成繊維と、
を含み、
　ここで、前記繊維構造体が、相対的に密度が高い複数のマイクロ領域と、相対的に密度
が低い複数のマイクロ領域とを含み、前記相対的に密度が高い複数のマイクロ領域の少な
くとも１つが、前記複数の合成繊維の相対的に坪量の高い領域と位置合せされ、前記複数
の合成繊維が、前記繊維構造体の全体にわたって非ランダム反復パターンで分配され、前
記非ランダム反復パターンが、連続的な網状パターン、半連続的なパターン、隔離された
パターン及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される単一繊維構造体。
【請求項２】
　前記相対的に密度が高い複数のマイクロ領域が、前記複数の合成繊維の非ランダム反復
パターンと位置合せされている、請求項１に記載の単一繊維構造体。
【請求項３】
　前記相対的に密度が低い複数のマイクロ領域が、前記複数の合成繊維の非ランダム反復
パターンと位置合せされている、請求項１に記載の単一繊維構造体。
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【請求項４】
　前記複数の合成繊維の少なくとも一部が、前記合成繊維及び／又は前記セルロース繊維
と共接合される共接合繊維を含む、請求項１に記載の繊維構造体。
【請求項５】
前記共接合繊維が、前記複数の合成繊維の前記非ランダム反復パターンを含む区域におい
て共接合される、請求項４に記載の単一繊維構造体。
【請求項６】
　前記複数の合成繊維が、ポリオレフィン類、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリヒド
ロキシアルカノエート類、多糖類及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択され
る材料を含む、請求項１に記載の単一繊維構造体。
【請求項７】
前記複数の合成繊維が、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（ブチレンテレフタレー
ト）、ポリ（１，４－シクロヘキシレンジメチレンテレフタレート）、イソフタル酸コポ
リマー類、エチレングリコールコポリマー類、ポリオレフィン類、ポリ（乳酸）、ポリ（
ヒドロキシエーテルエステル）、ポリ（ヒドロキシエーテルアミド）、ポリカプロラクト
ン、ポリエステルアミド、多糖類及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択され
る材料を含む、請求項１に記載の単一繊維構造体。
【請求項８】
前記複数の合成繊維が、多成分繊維を含む、請求項１に記載の単一繊維構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルロース繊維と合成繊維とを組み合わせて含む繊維構造体に関し、より特
定的には、異なるマイクロ領域を有する繊維構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙ウェブなどのセルロース繊維構造体は、当該技術分野において周知である。今日、低
密度繊維ウェブは、紙タオル、トイレ用ティッシュ、フェイシャルティッシュ、ナプキン
、ウェット拭き取り布などのために一般的に使用されている。かかる紙製品の大量の消費
により、それら製品の改良型変形及びそれらの製造方法に対する要求が生じてきた。かか
る要求に応じるべく、抄紙業者は、機械及び資源の費用と、製品を消費者へ引き渡す総費
用との均衡を図らなければならない。
【０００３】
　セルロース繊維を含む様々な天然繊維並びに多様な合成繊維が抄紙の際に用いられてき
た。典型的なティッシュペーパーは、主としてセルロース繊維からなる。ティッシュに使
用されるセルロース繊維の圧倒的大部分は、木から得られる。長繊維を含有する針葉樹（
球果植物又は裸子植物）及び短繊維を含有する広葉樹（落葉樹又は被子植物）などの多く
の種類が使用される。更に、多くの異なるパルプ化手法が用いられることもある。一方に
は、クラフト（Kraft）及び亜硫酸パルプ化法及びそれに続く強い漂白があり、これは可
撓性のリグニンを含まない非常に白い繊維を製造する。もう一方では、サーモメカニカル
又はケミメカニカルパルプ化法があり、これは、あまり可撓性でなく、日光で黄変し易く
、湿潤性が乏しいリグニン高含有繊維を製造する。一般的な規則として、繊維のリグニン
含有量が高いほど、安価である。
【０００４】
　抄紙には広範な繊維が使用されるにもかかわらず、木から得られるセルロース繊維は、
使い捨てティッシュ及びタオル製品において独占的に使用される時には制限的である。木
部繊維は、一般に、乾燥弾性率が高く、直径が相対的に大きく、そのため、それらの曲げ
剛性が高くなる。かかる高剛性繊維は、剛直で柔軟でないティッシュを生成する傾向があ
る。更に、木部繊維は、乾燥すると剛性が高くなり（典型的には、結果として生じる製品
の柔軟性を乏しくさせる）、水和により濡れると剛性が低くなる（典型的には、結果とし
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て生じる製品の吸収性を乏しくさせる）という望ましくない特性を有する。また、木部系
繊維は、それら繊維の形状又はモルホロジーをあまり「工作する」ことができないので制
限的である。相対的に僅かな種類の変形を除いて、製紙業者は、自然が供するものを受け
入れなければならない。
【０００５】
　使用できるウェブを形成するために、典型的な使い捨てティッシュ及びタオル製品にお
ける繊維は、化学的な相互作用を介して互いに結合される。湿潤強度が必要とされない場
合、結合は、一般的には、セルロース分子上のヒドロキシル基間で天然に生じる水素結合
に制限される。最終製品において、一時的又は永久的な湿潤強度が必要とされる場合、強
化樹脂を添加することができる。これらの樹脂は、セルロースと共有結合反応するか、又
は既存の水素結合の周りに保護的な分子被膜を形成するかのいずれかによって作用する。
いずれにせよ、これら結合機構の全ては制限的である。それらは、剛直で弾力のない結合
を生じる傾向があり、製品の柔軟性及びエネルギー吸収特性に悪影響を及ぼす。
【０００６】
　互いに及び／又はセルロース繊維に熱融着する能力を有する合成繊維の使用は、前述の
制限を克服する優れた方法である。木部系セルロース繊維は、熱可塑性ではなく、故に他
の繊維に熱結合することができない。合成熱可塑性ポリマーは、紡糸されて非常に小さな
繊維直径となることができ、一般にはセルロースよりも弾性率が低い。この結果、繊維の
曲げ剛性は非常に低くなり、これは、良好な製品の柔軟性を助長する。更に、合成繊維の
機能的断面を、紡糸プロセス中に微小工作（micro-engineered）することができる。合成
繊維はまた、水安定性の弾性率という望ましい特性を有する。セルロース繊維と違って、
適切に設計された合成繊維は濡れても適切な弾性率を失わず、故に、かかる繊維で作成さ
れたウェブは吸収作業中も崩壊しない。ティッシュ製品において熱結合された合成繊維を
使用することにより、（柔軟性及び湿潤強度に関しては良好である）水抵抗性の高強度結
合により接合された（柔軟性に関しては良好である）高可撓性繊維の強固な網状構造が生
じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明は、セルロース繊維と合成繊維とを組み合わせて含む繊維構造体と、か
かる繊維構造体を作成するための方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、新規の単一繊維構造体及びかかる繊維構造体を作成するための方法を提供す
る。本発明の単一又は単プライ繊維構造体は、繊維構造体の全体にわたってランダムに分
配された複数のセルロース繊維と、繊維構造体の全体にわたって非ランダム反復パターン
で分配された複数の合成繊維とを含む。非ランダム反復パターンは、実質的に連続的な網
状パターン、実質的に半連続的なパターン、隔離されたパターン及びこれらの任意の組み
合わせを含み得る。繊維構造体は、相対的に密度が高い複数のマイクロ領域と、相対的に
密度が低い複数のマイクロ領域とを含み得る。これら複数のマイクロ領域の少なくとも１
つ、最も典型的には相対的に密度が高い複数のマイクロ領域は、複数の合成繊維の非ラン
ダム反復パターンと位置合せされる。
【０００９】
　繊維構造体の１つの実施形態において、複数の合成繊維の少なくとも一部は、合成繊維
及び／又はセルロース繊維と共接合される。繊維は、有利には、非ランダム反復パターン
を含む区域において共接合され得る。
【００１０】
　合成繊維は、ポリオレフィン類、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリヒドロキシアル
カノエート類、多糖類及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される材料を含
み得る。合成繊維は、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（ブチレンテレフタレート
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）、ポリ（１，４－シクロヘキシレンジメチレンテレフタレート）、イソフタル酸コポリ
マー類、エチレングリコールコポリマー類、ポリオレフィン類、ポリ（乳酸）、ポリ（ヒ
ドロキシエーテルエステル）、ポリ（ヒドロキシエーテルアミド）、ポリカプロラクトン
、ポリエステルアミド、多糖類及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
材料を更に含み得る。
【００１１】
　本発明による単一繊維構造体を作成するための方法は、（ａ）繊維ウェブの全体にわた
ってランダムに分配された複数のセルロース繊維と、繊維ウェブの全体にわたってランダ
ムに分配された複数の合成繊維とを含む繊維ウェブを準備する工程と、（ｂ）ウェブにお
ける合成繊維の少なくとも一部の再分配を引き起こし、複数の合成繊維の実質的な一部が
非ランダム反復パターンで繊維構造体の全体にわたって分配される単一繊維構造体を形成
する工程とを本質的に含む。
【００１２】
　ウェブの全体にわたってランダムに分配された複数のセルロース繊維と、ウェブ（本明
細書中では「初期」ウェブとも呼ばれる）の全体にわたってランダムに分配された複数の
合成繊維とを含む繊維ウェブは、複数の合成繊維と混合された複数のセルロース繊維を含
む水性スラリーを提供し、この水性スラリーをフォーミング部材上に堆積させ、そのスラ
リーを部分的に脱水することによって調製され得る。この方法はまた、初期繊維ウェブを
フォーミング部材から成形部材へ移送し、この成形部材上で、初期ウェブを更に脱水させ
、所望のパターンに従って成形され得る工程を包含し得る。繊維ウェブにおける合成繊維
の再分配工程は、ウェブが成形部材上に配置される間に行うことができる。更に、又はあ
るいは、再分配工程はウェブが乾燥ドラムの表面などの乾燥表面と結合している時に行う
ことができる。
【００１３】
　更に具体的には、繊維構造体を作成するための方法は、複数の流体透過性区域と、複数
の流体不透過性区域とを含む成形部材を準備する工程と、初期繊維ウェブを成形部材上に
対面関係で配置する工程と、ウェブを乾燥表面に移送する工程と、ウェブにおける合成繊
維の再分配を引き起こすため十分な温度まで初期ウェブを加熱する工程とを含む。合成繊
維の再分配は、合成繊維の溶融、合成繊維の少なくとも部分的な移動、又はこれらの組み
合わせにより達成され得る。
【００１４】
　成形部材は、微視的に単一平面状であり、ウェブに接触する側と、このウェブに接触す
る側に対向する裏側とを有する。最も典型的には開口を含む流体透過性区域は、成形部材
のウェブ側から裏側まで延在する。繊維ウェブが成形部材上に配置される時、ウェブの繊
維は成形部材のマイクロ形状に適合する傾向があり、故に、成形部材上に配置された繊維
ウェブは、成形部材の複数の流体透過性区域に相当する第一の複数のマイクロ領域と、成
形部材の複数の流体不透過性区域に相当する第二の複数のマイクロ領域とを含む。流体圧
力差が成形部材上に配置されたウェブに付与され、成形部材の流体透過性区域への、第一
の複数のウェブのマイクロ領域の偏向が促進され得る。
【００１５】
　成形部材上に配置されたウェブは、成形部材を通して、又は反対側から熱ガスで加熱さ
れ得る。成形部材を通してウェブが加熱される時、主に、第一の複数のマイクロ領域が熱
ガスに曝露される。ウェブは、乾燥ドラムと結合している間も加熱され得る。ウェブは、
繊維ウェブにおける合成繊維の再分配を引き起こすために十分な温度まで加熱され、それ
により、合成繊維は非ランダム反復パターンを含み、その一方で、セルロース繊維は、ウ
ェブの全体にわたってランダムに分配されたまま残る。
【００１６】
　成形部材の１つの実施形態は、対面関係でパターン付き枠組みに接合された補強要素を
具備する。かかる実施形態において、パターン付き枠組みは、成形部材のウェブ側を含む
。パターン付き枠組みは、樹脂、金属、ガラス、プラスチック又はその他好適な材料から
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なる群から選択される好適な材料を含むことができる。パターン付き枠組みは、実質的に
連続的なパターン、実質的に半連続的なパターン、隔離されたパターン又はこれらの任意
の組み合わせを有し得る。
【００１７】
　本発明の方法は、有利には、成形部材と、乾燥ドラムの表面などの好適な圧縮用表面と
の間で初期ウェブを型押しして、初期ウェブの選択された一部を高密度化する工程を含み
得る。最も典型的には、ウェブの高密度化された一部は、成形部材の複数の流体不透過性
区域に相当する一部である。
【００１８】
　本明細書中の図面に例証された工業的な連続プロセスにおいて、フォーミング部材及び
成形部材のそれぞれは、支持ローラの周りを連続的に移動するエンドレスベルトを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本明細書で使用する時、次の用語は、次に示す意味を有する。
【００２０】
　「単一繊維構造体」は、複数のセルロース繊維及び合成繊維を含む構成であり、これら
の繊維は中で絡み合って、幾つかの所定の微視的な形状特性、物理的特性、及び外観特性
を有する単プライシート製品を形成する。セルロース及び／又は合成繊維は、単一繊維構
造体の内部で、当該技術分野において既知であるように積層されてもよい。
【００２１】
　「マイクロ形状」又はその変形は、繊維構造体の全体的な（即ち「巨視的な」）形状と
違って、その全体構成に関連しない構造体の相対的に小さな（即ち、「微視的な」）細部
（details）、例えば表面テクスチャなどを指す。例えば、本発明の成形部材においては
、流体透過性区域及び流体不透過性区域の組み合わせが、成形部材のマイクロ形状を構成
する。「巨視的な」又は「巨視的に」を含む用語は、Ｘ－Ｙ表面などの二次元構成に置か
れる時を考慮した場合、構造体又はその一部の「マクロ形状」又は全体的な形状について
言う。例えば、巨視的なレベルでは、繊維構造体は、それが平坦な表面上に配置される時
、相対的に薄くて平坦なシートを含む。しかしながら、微視的なレベルでは、繊維構造体
は、異なる高さを形成する複数のマイクロ領域、例えば、第一の高さを有する網状領域と
、枠組み領域の全体にわたって分散され、且つその枠組み領域から外側に向かって延在し
、第二の高さを形成する複数の繊維「ピロー」とを含み得る。
【００２２】
　「坪量」は、繊維構造体の（典型的には平方メートル単位で測定される）単位面積の（
グラム単位で測定される）重量であり、この単位面積は、繊維構造体の平面に取られる。
坪量が測定される単位面積の大きさ及び形状は、異なる坪量を有する領域の相対的及び絶
対的な大きさ及び形状に左右される。
【００２３】
　「キャリパー」は、試料の巨視的な厚さである。キャリパーは、異なる（differential
）領域の高さ（それら領域の微視的な特徴である）とは区別されるべきである。最も典型
的には、キャリパーは、平方センチメートル当たり９５グラム（ｇ／ｃｍ2）の負荷が均
一にかかった状態で測定される。
【００２４】
　「密度」は、ある領域の（繊維構造体の平面に垂直に取った）厚さに対する坪量の比で
ある。かさ密度は、適当な単位変換が組み込まれたキャリパーで除した試料の坪量である
。本明細書で使用されるかさ密度は、立方センチメートル当たりのグラム（ｇ／ｃｍ3）
単位を有する。
【００２５】
　「機械方向」（又は「ＭＤ」）は、製造装置を介して作成されている繊維構造体の流れ
に平行な方向である。「機械横方向」（又は「ＣＤ」）は、機械方向に垂直であって、作
成中の繊維構造体の一般平面に平行な方向である。
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【００２６】
　「Ｘ」、「Ｙ」及び「Ｚ」は、デカルト座標の従来型の系を示し、互いに垂直な座標「
Ｘ」及び「Ｙ」は、参照Ｘ－Ｙ平面を画定し、「Ｚ」は、Ｘ－Ｙ平面に直交するものを画
定する。「Ｚ方向」は、Ｘ－Ｙ平面に垂直な任意の方向を示す。同様に、用語「Ｚ寸法」
は、Ｚ方向に平行に測定された寸法、距離又はパラメーターを意味する。例えば成形部材
などの構成要素が湾曲するか、ないしは別の方法で脱平面化する（deplane）する時、Ｘ
－Ｙ平面は当該構成要素の形状に従う。
【００２７】
　「実質的に連続的な」領域（区域／網状組織／枠組み）は、その内部において、ある１
つのものが、線の長さ全体にわたって内部全体に延びる中断されていない線により、任意
の２点をつなぐことができる区域を指す。つまり、実質的に連続的な領域又はパターンは
、Ｘ－Ｙ平面に平行な全ての方向に実質的な「連続性」を有し、その領域の縁部でのみ終
端される。用語「実質的に」は、「連続的な」に関連して、絶対的な連続性が好ましいが
、絶対的な連続性から僅かにずれたものも、設計され、意図されるような繊維構造体又は
成形部材の性能に顕著な影響を及ぼさない限り許容できることを示すように意図する。
【００２８】
　「実質的に半連続的な」領域（区域／網状組織／枠組み）は、全ての、しかし少なくと
も１つのＸ－Ｙ平面に平行な方向に「連続性」を有する区域であって、その内部で、ある
１つのものが、線の長さの全体にわたってその区域内全体に延びる中断されていない線に
より、任意の２点をつなぐことができない区域を指す。半連続的な枠組みは、Ｘ－Ｙ平面
に平行な唯一の方向に連続性を有する。上述の連続的な領域から類推して、全ての、しか
し少なくとも１つの方向への絶対的な連続性が好ましいが、かかる連続性から僅かにずれ
たものも、その構造体又は成形部材の性能に顕著な影響を及ぼさない限り許容できる。
【００２９】
　「不連続的な」領域（又はパターン）は、隔離された、互いに分離した区域を指し、こ
れらの区域は、Ｘ－Ｙ平面に平行な全ての方向において不連続的である。
【００３０】
　「成形部材」は、複数のセルロース繊維と、複数の合成繊維とを含む初期ウェブの支持
体として使用できる構造要素であり、並びに本発明の繊維構造体の所望の微視的形状を形
成する、又は「成形する」ためのフォーミングユニットである。成形部材は、流体透過性
区域及び上部に生成される構造体に微視的な三次元パターンを付与する能力を有するいか
なる構成要素を含んでもよく、この成形部材は、固定板、ベルト、（ジャガードタイプな
どの織布パターンを含む）織布、バンド、ロールを具備する単層構造体及び多層構造体を
制限なく包含する。
【００３１】
　「補強要素」は、成形部材の幾つかの実施形態において望ましい（しかし必要ではない
）構成要素であり、主に、例えば樹脂性材料を含む成形部材の一体性、安定性及び耐性を
付与する、又は助長するのに役立つ。補強要素は、流体透過性であるか、又は部分的に流
体透過性であることができ、様々な実施形態及び織成パターンを有してもよく、例えば、
（ジャガードタイプなどの織布パターンを含む）複数の織り合わせた糸、フェルト、プラ
スチック、他の好適な合成材料、又はこれらの任意の組み合わせなどの様々な材料を含ん
でもよい。
【００３２】
　「圧縮用表面」は、成形部材のウェブに接触する側に配置された繊維ウェブが繊維ウェ
ブの一部を高密度化するために圧縮され得る表面である。
【００３３】
　「再分配温度」は、本発明の一体化繊維構造体を構成する複数の合成繊維の少なくとも
一部を、溶融させる、少なくとも部分的に移動させる、縮ませる、ないしは別の方法でウ
ェブ内でのそれらの初期の位置、状態又は形状を変え、結果として繊維ウェブ内の複数の
合成繊維の実質的な一部の「再分配」を生じさせ、これにより、合成繊維が繊維ウェブの
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全体にわたって非ランダム反復パターンを含む温度又は温度範囲を意味する。
【００３４】
　「共接合繊維」は、それぞれ個々の繊維特性を保持したまま、溶融、接着、包装により
互いに融着又は接着された、ないしは別の方法で共に接合された２つ以上の繊維を意味す
る。
【００３５】
　一般に、単一繊維構造体１００を作成するための本発明の方法は、（ａ）繊維ウェブの
全体にわたってランダムに分配された複数のセルロース繊維と、繊維ウェブの全体にわた
ってランダムに分配された複数の合成繊維とを含む繊維ウェブ１０を準備する工程と、（
ｂ）ウェブにおける合成繊維の少なくとも一部の再分配を引き起こし、複数の合成繊維の
実質的な一部が非ランダム反復パターンで繊維構造体の全体にわたって分配される単一繊
維構造体１００を形成する工程とを含む。
【００３６】
　初期ウェブ１０は、当該技術分野において既知であるようにフォーミング部材１３上で
形成され得る。本発明の連続的なプロセスの１つの代表的な実施形態を示す図１において
、ヘッドボックス１２から出るセルロース繊維及び合成繊維の水性混合物又は水性スラリ
ー１１は、矢印Ａの方向に、ロール１３ａ、１３ｂ、及び１３ｃによって支持され、それ
らの周りを連続的に移動するフォーミング部材１３に配置され得る。フォーミング部材１
３上に最初に繊維を配置することは、作成中の繊維構造体１００の幅全体にわたる複数の
繊維の坪量の均一性を助長すると考えられている。本発明によって合成繊維並びにセルロ
ース繊維の積層配置を考慮する。
【００３７】
　フォーミング部材１３は流体透過性であり、フォーミング部材１３の下に置かれ、上に
置かれた複数の繊維に流体圧力差を付与する真空装置１４は、フォーミング部材１３上に
形成されている初期ウェブ１０の少なくとも部分的な脱水を促進すると共に、フォーミン
グ部材１３の全体にわたる繊維のおおよそ均等な分配も促す。フォーミング部材１３は、
当該技術分野において既知である任意の構造体を含むことができ、この構造体としては、
ワイヤと、補強要素及びそれに接合された樹脂性枠組みを具備する複合ベルトと、その他
好適な構造体が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
　フォーミング部材１３上に形成された初期ウェブ１０は、当該技術分野において既知で
あるあらゆる従来手段、例えば真空シュー１５によって、フォーミング部材１３から成形
部材５０へと移送されることができ、この真空シュー１５は、フォーミング部材１３上に
配置された初期ウェブ１０がそこから分離され、成形部材５０に接着するのに十分な真空
圧を印加する。図１において、成形部材５０は、矢印Ｂの方向にロール５０ａ、５０ｂ、
５０ｃ及び５０ｄによって支持され、それらの周りを移動するエンドレスベルトを具備す
る。成形部材５０は、ウェブに接触する側５１と、このウェブに接触する側に対向する裏
側５２とを有する。
【００３９】
　本発明の繊維構造体は、短縮することができる。例えば、単一繊維構造体１００を作成
するための本発明の連続的なプロセスにおいて、成形部材５０が、フォーミング部材１３
のそれよりも小さい直線速度を有してもよいことが想定される。フォーミング部材１３か
ら成形部材５０への移送点におけるかかる速度差の使用は、抄紙分野において一般的に既
知であり、いわゆる「マイクロ収縮」を達成するのに使用されることができ、この「マイ
クロ収縮」は、典型的には、低濃度の湿潤ウェブに適用される時に効果的であると考えら
れている。米国特許第４，４４０，５９７号（その開示は、マイクロ収縮の主要な機構を
説明する目的で、参考により本明細書に組み込まれる）は、かかる「湿潤マイクロ収縮」
について詳細に記載している。簡潔に言えば、湿潤マイクロ収縮は、低繊維濃度を有する
ウェブを第一部材（有孔フォーミング部材など）から、第一部材よりも遅い速度で動く第
二部材（目の荒い織布など）へと移送することを含む。フォーミング部材１３の速度は、
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成形部材５０のそれよりも約１％～約２５％大きいものであり得る。マイクロ収縮を引き
起こすいわゆるラッシュトランスファー（rush-transfer）について記載する他の特許文
献としては、例えば、米国特許第５，８３０，３２１号、米国特許第６，３６１，６５４
号及び米国特許第６，１７１，４４２号が挙げられ、これらの開示は、ラッシュトランス
ファープロセス及びそれにより作成された製品について記載する目的で、本明細書に参考
として組み込まれる。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、複数のセルロース繊維及び複数の合成繊維は、成形部材５
０のウェブに接触する側５１上に直接堆積され得る。成形部材５０の裏側５２は、典型的
には、必要に応じて特定のプロセスにより支持ロール、案内ロール、真空装置などの装置
と接触する。成形部材５０は、複数の流体透過性区域５４と複数の流体不透過性区域５５
とを含む（図２及び図３）。流体透過性区域５４は、成形部材５０のウェブ側５１から裏
側５２まで、成形部材５０の厚さＨを貫通して延在する（図３）。有利には、複数の流体
透過性区域５４及び複数の流体不透過性区域５５の少なくとも１つは、成形部材５０の全
体にわたって非ランダム反復パターンを形成する。かかるパターンは、実質的に連続的な
パターン（図２）、実質的に半連続的なるパターン（図４）、隔離されたパターン（図５
）又はこれらの任意の組み合わせを含み得る。成形部材５０の流体透過性区域５４は、成
形部材５０のウェブに接触する側５１から裏側５２まで延在する開口を含み得る。開口の
壁は、ウェブに接触する表面５１に対して垂直であるか、あるいは、図２、図３、図５、
及び図６に示されるように傾斜され得る。所望であれば、開口を含む幾つかの流体透過性
区域５４は、米国特許第５，９７２，８１３号（ポーラット（Polat）ら、１９９９年１
０月２６日発行；この開示は、本明細書に参考として組み込まれる）に記載されるように
、「密封されて（blind）」いるか、又は「閉鎖されて（closed）」（図示せず）いても
よい。
【００４１】
　複数のランダムに分配されたセルロース繊維と、複数のランダムに分配された合成繊維
とを含む初期ウェブ１０が、成形部材５０のウェブに接触する側５１上に堆積される時、
成形部材５０上に配置された初期ウェブ１０は、少なくとも部分的に、成形部材５０のパ
ターンと一致する（図７）。読み手の便宜を図るため、成形部材５０上に配置された繊維
ウェブは、参照番号２０で示されている（及び、「成形」ウェブと呼ばれることもある）
。
【００４２】
　成形部材５０はベルト又はバンドを具備することができ、このベルト又はバンドは、そ
れが参照Ｘ－Ｙ平面内にある時に巨視的に単一平面状であり、Ｚ方向はＸ－Ｙ平面に対し
て垂直である。同様に、単一繊維構造体１００は、巨視的に単一平面状であり、且つＸ－
Ｙ平面に平行な平面内にあるものと考えられる。Ｘ－Ｙ平面に垂直であるのはＺ方向であ
り、構造体１００のキャリパー若しくは厚さＨ、又は成形部材５０若しくは構造体１００
の異なるマイクロ領域の高さがこのＺ方向に沿って延在する。
【００４３】
　所望であれば、ベルトを具備する成形部材５０は、プレスフェルト（図示せず）として
実施されてもよい。本発明に従って使用するのに好適なプレスフェルトは、米国特許第５
，５４９，７９０号（ファン（Phan）、１９９６年８月２７日発行）、米国特許第５，５
５６，５０９号（トロクハン（Trokhan）ら、１９９６年９月１７日発行）、米国特許第
５，５８０，４２３号（アンプルスキー（Ampulski）ら、１９９６年１２月３日発行）、
米国特許第５，６０９，７２５号（ファン、１９９７年３月１１日発行）、米国特許第５
，６２９，０５２号（トロクハンら、１９９７年５月１３日発行）、米国特許第５，６３
７，１９４号（アンプルスキーら、１９９７年６月１０日発行）、米国特許第５，６７４
，６６３号（マクファーランド（MacHarland）ら、１９９７年１０月７日発行）、米国特
許第５，６９３，１８７号（アンプルスキーら、１９９７年１２月２日発行）、米国特許
第５，７０９，７７５号（トロクハンら、１９９８年１月２０日発行）、米国特許第５，
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７７６，３０７号（アンプルスキーら、１９９８年７月７日発行）、米国特許第５，７９
５，４４０号（アンプルスキーら、１９９８年８月１８日発行）、米国特許第５，８１４
，１９０号（ファン、１９９８年９月２９日発行）、米国特許第５，８１７，３７７号（
トロクハンら、１９９８年１０月６日発行）、米国特許第５，８４６，３７９号（アンプ
ルスキーら、１９９８年１２月８日発行）、米国特許第５，８５５，７３９号（アンプル
スキーら、１９９９年１月５日発行）及び米国特許第５，８６１，０８２号（アンプルス
キーら、１９９９年１月１９日発行）の教示に従って作成されてもよく、これらの開示は
、本明細書に参考として組み込まれる。代替実施形態において、成形部材２００は、米国
特許第５，５６９，３５８号（キャメロン（Cameron）、１９９６年１０月２９日発行）
の教示に従ったプレスフェルトとして実施されてもよい。
【００４４】
　成形部材５０の１つの主要な実施形態は、補強要素７０に接合された樹脂性の枠組み６
０を含む（図２～図６）。樹脂性の枠組み６０は、一定の予め選択されたパターンを有す
ることができ、このパターンは、実質的に連続的であるか（図２）、実質的に半連続的で
あるか（図４）、別個であるか（図５及び図６）、又はこれらの任意の組み合わせであり
得る。例えば、図２及び図３は、複数の開口を全体にわたって有する実質的に連続的な枠
組み６０を示す。補強要素７０は、実質的に流体透過性であることができ、図２～図６に
示すような織布スクリーン、又は不織布要素、例えば、有孔要素、フェルト、ネット、複
数の孔を有する板、又はこれらの任意の組み合わせを具備してもよい。成形部材５０にお
ける開口５４と位置合せされた補強要素７０の一部は、単一繊維構造体１００を作成する
プロセスの間、成形部材の流体透過性区域内に偏向された繊維に対する支持体となり、作
成中のウェブの繊維が成形部材５０を通過するのを防ぎ（図７）、それにより、結果とし
て生じた構造体１００にピンホールが生じるのを低減する。好適な補強要素７０は、米国
特許第５，４９６，６２４号（ステルジェス（Stelljes）ら、１９９６年３月５日発行）
、米国特許第５，５００，２７７号（トロクハンら、１９９６年３月１９日発行）及び米
国特許第５，５６６，７２４号（トロクハンら、１９９６年１０月２２日発行）に従って
作成されてもよく、これらの開示は、本明細書に参考として組み込まれる。
【００４５】
　枠組み６０は、米国特許第５，５４９，７９０号（ファン、１９９６年８月２７日発行
）、米国特許第５，５５６，５０９号（トロクハンら、１９９６年９月１７日発行）、米
国特許第５，５８０，４２３号（アンプルスキーら、１９９６年１２月３日発行）、米国
特許第５，６０９，７２５号（ファン、１９９７年３月１１日発行）、米国特許第５，６
２９，０５２号（トロクハンら、１９９７年５月１３日発行）、米国特許第５，６３７，
１９４号（アンプルスキーら、１９９７年６月１０日発行）、米国特許第５，６７４，６
６３号（マクファーランドら、１９９７年１０月７日発行）、米国特許第５，６９３，１
８７号（アンプルスキーら、１９９７年１２月２日に発行）、米国特許第５，７０９，７
７５号（トロクハンら、１９９８年１月２０日に発行）、米国特許第５，７９５，４４０
号（アンプルスキーら、１９９８年８月１８日に発行）、米国特許第５，８１４，１９０
号（ファン、１９９８年９月２９日発行）、米国特許第５，８１７，３７７号（トロクハ
ンら、１９９８年１０月６日発行）及び米国特許第５，８４６，３７９号（アンプルスキ
ーら、１９９８年１２月８日発行）に教示されるように補強要素７０に適用されてもよく
、これらの開示は、本明細書に参考として組み込まれる。
【００４６】
　所望であれば、ジャガードタイプの織成などを含む補強要素７０を用いることができる
。例証するベルトは、米国特許第５，４２９，６８６号（チウ（Chiu）ら、１９９５年７
月４日発行）、米国特許第５，６７２，２４８号（ウェンド（Wendt）ら、１９９７年９
月３０日発行）、米国特許第５，７４６，８８７号（ウェンドら、１９９８年５月５日発
行）及び米国特許第６，０１７，４１７号（ウェンドら、２０００年１月２５日発行）に
見出され、これらの開示は、織り方のパターンの主要な構成を示す目的で、本明細書に参
考として組み込まれる。本発明は、かかるジャガード織又は同様のパターンなどを有する
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ウェブに接触する側５１を含む成形部材５０を想定する。様々な設計のジャガード織パタ
ーンは、フォーミング部材１３、成形部材５０及び圧縮用表面２１０として利用され得る
。ジャガード織は、例えばヤンキー乾燥ドラムなどの乾燥ドラムに移送されると典型的に
起こるなど、ニップ内で構造体を圧縮又は圧痕形成したくない場合に特に有用であると文
献では報告されている。
【００４７】
　成形部材５０は、共に譲渡された特許出願連続番号０９／６９４，９１５（トロクハン
ら、２０００年１０月２４日出願）によって教示されるように、複数のベース部分から（
典型的には横へ）延在する複数の懸垂部分を具備することができ、この開示は、本明細書
に参考として組み込まれる。懸垂部分は、補強要素７０から持ち上げられ、懸垂部分と補
強要素の間に空隙を形成し、その空隙において、初期ウェブ１０の繊維は偏向され、繊維
構造体１００の片持ち部分を形成することができる。懸垂部分を有する成形部材５０は、
少なくとも２つの層により形成され、対面関係で共に接合された多層構造体を含んでもよ
い。それら層のそれぞれは、本明細書中の図面に示したものと同様の構造を有し得る。接
合された層は、一方の層の開口が他方の枠組みの一部と（成形部材５０の一般表面に対し
て垂直な方向に）重なるように位置付けされる。複数の懸垂部分を具備する成形部材５０
の別の実施形態は、透明領域と、不透明領域とを含むマスクを通して、感光性樹脂又は他
の硬化性材料の層を差別的に硬化することを含むプロセスにより作成され得る。不透明領
域は、異なる不透明性を有する領域、例えば、相対的に高い不透明性を有する領域（黒な
どの透明ではないもの）と、相対的に低い部分的な不透明性（即ち、幾らか透明である）
を有する領域とを含む。
【００４８】
　初期ウェブ１０が成形部材５０のウェブに接触する側５１上に配置されるとすぐに、ウ
ェブ１０は、少なくとも部分的に、成形部材５０の三次元パターンに適合する（図７）。
更に、初期ウェブ１０のセルロース繊維及び合成繊維を成形部材５０の三次元パターンに
適合させて、成形ウェブ（読み手の便宜を図るため、図１では「２０」として示されてい
る）となるようにする、又はそれを促すべく、様々な手段を利用することができる。しか
しながら、本明細書では、参照番号「１０」と「２０」、並びに用語「初期ウェブ」と「
成形ウェブ」は互換的に使用可能であることを理解すべきである。
【００４９】
　１つの方法は、複数の繊維に流体圧力差を付与することを含む。例えば、成形部材５０
の裏側５２に配置された真空装置１６及び／又は１７を、成形部材５０、ひいては上部に
配置された複数の繊維に真空圧を印加するために配置することができる（図１）。真空装
置１６及び１７それぞれの真空圧により生じた流体圧力差ΔＰ１及び／又はΔＰ２の影響
の下、初期ウェブ１０の一部は、成形部材５０の開口内に偏向されるか、ないしは別の方
法でその三次元パターンに適合し得る。
【００５０】
　ウェブの一部を成形部材５０の開口内に偏向することにより、成形部材５０の開口内に
形成される結果として生じたピロー１５０の密度を、成形ウェブ２０の残部の密度に比べ
て低下させることができる。開口内に偏向されていない領域１６０は、その後、乾燥ドラ
ム２００の表面２１０とロール５０ｃ（図１）の間に形成された圧縮ニップ内などの、圧
縮用表面２１０と成形部材５０（図１１）の間でウェブ２０を型押しすることによって圧
痕形成されてもよい。圧痕形成される場合、領域１６０の密度は、ピロー１５０の密度に
対して更により大きい。
【００５１】
　繊維構造体１００の２つの複数のマイクロ領域は、２つの異なる高さで配置されるもの
と考えられる。本明細書で使用する時、領域の高さは、参照平面（即ち、Ｘ－Ｙ平面）か
らのその距離を指す。便宜上、参照平面を水平なものとして視覚化することができ、参照
平面からの高さ距離は垂直である（即ち、Ｚ方向）。構造体１００の特定のマイクロ領域
の高さは、当該技術分野において周知であるような用途に適する任意の非接触型測定装置
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を用いて測定してもよい。特に好適な測定装置は、５０ｍｍの範囲で０．３×１．２ｍｍ
のビームサイズを有する非接触型レーザー変位センサ（Laser Displacement Sensor）で
ある。好適な非接触型レーザー変位センサは、アイデック社（Idec Company）により、モ
デルＭＸ１Ａ／Ｂとして販売されている。あるいは、当該技術分野において既知であるよ
うな接触型スタイラス（stylis）ゲージを、異なる高さを測定するのに利用してもよい。
かかるスタイラスゲージは、米国特許第４，３００，９８１号（カーステンズ（Carstens
）に発行）に記載されており、この開示は、本明細書に参考として組み込まれる。本発明
による繊維構造体１００は、圧痕形成領域１６０が参照平面と接触した状態で、参照平面
上に置くことができる。ピロー１５０は、参照平面から垂直に離れるように延在する。複
数のピロー１５０は、対称的なピロー、非対称的なピロー（図７では参照番号１５０ａ）
、又はこれらの組み合わせを含み得る。
【００５２】
　マイクロ領域の異なる高さは、深さ又は高さが異なる三次元パターン（図示せず）を有
する成形部材５０によって形成することもできる。異なる深さ／高さを有するこのような
三次元パターンは、成形部材５０の予め選択された一部をやすりにかけ、それらの高さを
低くすることによって作成することができる。また、硬化性材料を含む成形部材５０は、
三次元マスクを使用することにより作成することができる。深さ／高さが異なる凹部／凸
部を有する三次元マスクを使用することによって、やはり異なる高さを有する対応する枠
組み６０を形成することができる。高さが異なる表面を形成する他の従来技法を、上述の
用途に使用することができる。
【００５３】
　成形部材２００を貫通して幾つかのフィラメント又はその一部を押し入れ、故に、結果
として生じた繊維構造体にいわゆるピンホールの形成を招き得る真空装置１６及び／若し
くは１７、並びに／又は真空ピックアップシュー１５（図１）によって、作成中の繊維構
造体に流体圧力差を急激に付与することから生じ得る負の効果を改善するために、成形部
材５０の裏側５２を、微視的な表面の凹凸を形成すべく「非平坦化」することができる。
それら表面の凹凸は、成形部材５０の裏側５２と抄紙機器の表面（例えば、真空装置の表
面など）の間に真空シールが形成されるのを防ぎ、これにより、それら間に「漏れ」を創
出し、故に空気通過乾燥プロセスにおける真空圧の印加がもたらす望ましくない結果を緩
和するので、成形部材５０の幾つかの実施形態においては有益であり得る。かかる漏れを
創出する他の方法は、米国特許第５，７１８，８０６号、米国特許第５，７４１，４０２
号、米国特許第５，７４４，００７号、米国特許第５，７７６，３１１号及び米国特許第
５，８８５，４２１号に開示されており、これらの開示は、本明細書に参考として組み込
まれる。
【００５４】
　漏れは、米国特許第５，６２４，７９０号、米国特許第５，５５４，４６７号、米国特
許第５，５２９，６６４号、米国特許第５，５１４，５２３号及び米国特許第５，３３４
，２８９号に記載されるような、いわゆる「光透過差技法」を用いて創出され得、これら
の開示は、本明細書に参考として組み込まれる。成形部材は、不透明な一部を有する補強
要素に感光性樹脂のコーティングを適用し、次いで透明領域及び不透明領域を有するマス
クを通して、また補強要素を通して、そのコーティングを活性化波長の光に曝露すること
により作成され得る。
【００５５】
　裏側表面の凹凸を創り出す別の方法は、米国特許第５，３６４，５０４号、米国特許第
５，２６０，１７１号及び米国特許第５，０９８，５２２号に記載されるような非平坦化
されたフォーミング表面又は非平坦化されたバリアフィルムの使用を含み、これらの開示
は、本明細書に参考として組み込まれる。成形部材は、補強要素が非平坦化表面上を移動
する間に、補強要素上にくまなく感光性樹脂をキャストし、次いで、透明領域及び不透明
領域を有するマスクを通してそのコーティングを活性化波長の光に曝露することによって
作成され得る。
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【００５６】
　この方法は、初期ウェブ１０（又は成形ウェブ２０）が、成形部材と共に移動するエン
ドレスバンドを構成する可撓性の材料シートで覆われ、それにより初期ウェブ１０が、成
形部材と可撓性材料シートの間に一定期間挟まれるという任意の工程を含んでもよい。可
撓性材料シートは、成形部材の空気透過性よりも低い空気透過性を有し得、幾つかの実施
形態においては空気不透過性であり得る。成形部材５０を通して流体圧力差を可撓性シー
トに付与することにより、可撓性シートの少なくとも一部が、成形部材５０の三次元パタ
ーンに向かって、及び場合によってはその中へ偏向され、それにより、成形部材５０上に
配置されたウェブの一部が押入されて、成形部材５０の三次元パターンと密接に適合する
。米国特許第５，８９３，９６５号（この開示は、本明細書に参考として組み込まれる）
は、可撓性材料シートを利用する方法及び装置の主要な構成を記載している。
【００５７】
　流体圧力差に加えて、又はその代わりに、機械的圧力も、本発明の繊維構造体１００の
微視的な三次元パターンの形成を促進するために使用することができる。かかる機械的圧
力は、例えば、ロールの表面又はバンド（図示せず）の表面を含む任意の好適な圧縮用表
面により創出され得る。圧縮用表面は平滑であり得るか、又はそれ自体の三次元パターン
を有し得る。後者の例では、圧縮用表面をエンボス加工装置として使用することができ、
これにより、成形部材５０の三次元パターンと連携して、又はそれとは独立して、作成中
の繊維構造体１００内に凸部及び／又は凹部の独特なマイクロパターンを形成する。更に
、例えば柔軟材及びインクなどの様々な添加剤を作成中の繊維構造体に堆積させるために
、圧縮用表面を使用することができる。様々な添加剤を作成中の繊維構造体に直接又は間
接的に堆積させるために、例えば、インクロール又はスプレー装置又はシャワー（図示せ
ず）などの様々な従来技法を使用してもよい。
【００５８】
　ウェブ内の合成繊維の少なくとも一部を再分配する工程は、ウェブ形成工程の後に達成
されてもよい。最も典型的には、再分配は、例えば加熱装置９０及び／又は乾燥表面２１
０によって、例えば乾燥ドラムのフード（例えば、ヤンキーの乾燥フードなど）と結合し
ている図１に示す加熱装置８０によって、ウェブが成形部材５０上に配置されている間に
起こり得る。いずれの例においても、矢印は繊維ウェブ上に衝突する熱ガスの方向を概略
的に示す。再分配は、合成繊維の少なくとも一部を溶融させるか、ないしは別の方法でそ
れらの構成を変更させることにより達成され得る。理論に束縛されるものではないが、約
２３０℃～約３００℃の範囲の再分配温度では、高温の影響下での縮み及び／又は少なく
とも部分的な溶融の結果として、ウェブを構成する合成繊維の少なくとも一部は移動し得
ると考えられている。図８及び図９は、初期ウェブ１０における合成繊維の再分配を概略
的に例証することを意図する。図８において、代表的な合成繊維１０１、１０２、１０３
及び１０４が、ウェブに熱が印加される前に、ウェブの全体にわたってランダムに分配さ
れていることが示されている。図９では、熱Ｔがウェブに印加され、これにより合成繊維
１０１～１０４が、少なくとも部分的に溶融、縮む、ないしは別の方法で自らの形状を変
え、故にウェブ内での合成繊維の再分配を引き起こす。
【００５９】
　理論に束縛されるものではないが、合成繊維は、２つの現象のうちの少なくとも１つの
影響下で、十分に高い温度が印加された後に移動することができると考えられている。合
成（ポリマー）繊維を溶融するのに十分な程温度が高い場合、結果として生じる液体ポリ
マーは、表面張力に起因して自らの表面積／質量を最小にし、あまり熱の影響を受けない
繊維部分の端部で球体のような形状（図９では１０２、１０４）を形成する傾向を有する
。一方、温度が溶融点よりも低い場合、残留応力が高い繊維は、応力が繊維の縮み又はコ
イル化により緩和される点まで軟化する。これは、ポリマー分子が典型的には非線形にコ
イル化した状態でいることを好むために起こると考えられている。それらの製造中に非常
に延伸され、次いで冷却された繊維は、準安定性形状に延伸されたポリマー分子からなる
。その後の加熱により、分子、ひいては繊維は自由エネルギーが最小のコイル化状態に戻
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る。
【００６０】
　合成繊維が少なくとも部分的に溶融又は軟化すると、それらは、セルロース繊維であれ
、他の合成繊維であれ、隣接する繊維と共接合可能になる。理論に束縛されるものではな
いが、繊維の共接合は、機械的共接合と、化学的共接合とを含み得る。化学的な共接合は
、少なくとも２つの隣接する繊維が、個々の共接合繊維のアイデンティティが共接合区域
にて実質的に失われるように分子レベルで共に接合される時に起こる。繊維の機械的な共
接合は、１つの繊維が隣接する繊維の形状に単に適合する時に起こり、共接合繊維間に化
学反応はない。図１２は、機械的共接合の１つの実施形態を概略的に示し、繊維１１１は
、隣接する合成繊維１１２により物理的に「取り込まれて」いる。繊維１１１は合成繊維
又はセルロース繊維であり得る。図１２に示す例において、合成繊維１１２は、コア１１
２ａ及びシース、又はシェル、１１２ｂを含む２成分構造体を含み、コア１１２ａの溶融
温度は、シース１１２ｂの溶融温度よりも大きく、故に、加熱すると、シース１１２ｂの
みが溶融し、一方コア１１２ａはその完全性を保持する。２つ以上の構成成分を含む多成
分繊維が本発明で使用可能であることが理解される。
【００６１】
　ウェブにおける合成繊維の加熱は、成形部材５０の流体透過性区域に対応する複数のマ
イクロ領域を加熱することにより達成され得る。例えば、加熱装置９０からの熱ガスは、
図１に概略的に示すように、ウェブを通って押入され得る。プレドライヤー（図示せず）
も、繊維の再分配を行うためのエネルギー源として使用され得る。プロセスに応じて、熱
ガスの流れの方向を、図１に示す方向に対して反転することができ、故に熱ガスは成形部
材を通ってウェブを貫通する（図９）。次いで、成形部材５０の流体透過性区域に配置さ
れるウェブの「ピロー」部分１５０は、主に高温ガスによって影響される。ウェブの残部
は、成形部材５０により熱ガスから遮蔽される。従って、共接合繊維は、主としてウェブ
のピロー部分１５０において共接合される。プロセスに応じて、合成繊維は、相対的に高
い密度を有する複数のマイクロ領域が非ランダム反復パターンの複数の合成繊維と位置合
せされるように再分配され得る。あるいは、合成繊維は、相対的に低い密度を有する複数
のマイクロ領域が非ランダム反復パターンの複数の合成繊維と位置合せされるように再分
配され得る。
【００６２】
　合成繊維は本明細書に記載されるように再分配されるが、セルロース繊維のランダムな
分配は熱に影響されない。故に、結果として生じた繊維構造体１００は、繊維構造体の全
体にわたってランダムに分配された複数のセルロース繊維と、繊維構造体の全体にわたっ
て非ランダム反復パターンで分配された複数の合成繊維とを含む。図１０は繊維構造体１
００の１つの実施形態を概略的に示し、セルロース繊維１１０は、構造体の全体にわたっ
てランダムに分配され、合成繊維１２０は、非ランダム反復パターンで再分配される。
【００６３】
　繊維構造体１００は、相対的に高い坪量を有する複数のマイクロ領域と、相対的に低い
坪量を有する複数の領域とを有してもよい。複数の合成繊維の非ランダム反復パターンは
、相対的に高い坪量を有するマイクロ領域と位置合せされてもよい。あるいは、複数の合
成繊維の非ランダム反復パターンは、相対的に低い坪量を有するマイクロ領域と位置合せ
されてもよい。合成繊維の非ランダム反復パターンは、本明細書中で定義されるように、
実質的に連続的なパターン、実質的に半連続的なパターン、隔離されたパターン、又はこ
れらの任意の組み合わせからなる群から選択してもよい。
【００６４】
　合成繊維の材料は、ポリオレフィン類、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリヒドロキ
シアルカノエート類、多糖類及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択すること
ができる。より具体的には、合成繊維の材料は、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ
（ブチレンテレフタレート）、ポリ（１，４－シクロヘキシレンジメチレンテレフタレー
ト）、イソフタル酸コポリマー類、エチレングリコールコポリマー類、ポリオレフィン類
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、ポリ（乳酸）、ポリ（ヒドロキシエーテルエステル）ポリ（ヒドロキシエーテルアミド
）、ポリカプロラクトン、ポリエステルアミド、多糖類、及びこれらの任意の組み合わせ
からなる群から選択され得る。
【００６５】
　所望であれば、初期ウェブ又は成形ウェブは、坪量差を有してもよい。繊維構造体１０
０において坪量差があるマイクロ領域を創出する１つの方法は、共に譲渡された米国特許
第５，２４５，０２５号、米国特許第５，２７７，７６１号、米国特許第５，４４３，６
９１号、米国特許第５，５０３，７１５号、米国特許第５，５２７，４２８号、米国特許
第５，５３４，３２６号、米国特許第５，６１４，０６１号及び米国特許第５，６５４，
０７６号（これらの開示は、本明細書に参考として組み込まれる）に記載されるように、
図５及び図６に主として示される構造体、即ち流体透過性の補強要素に接合された複数の
隔離された突出部を含むこの構造体を含むフォーミング部材上に初期ウェブ１０を形成す
ることを含む。かかるフォーミング部材上に形成された初期ウェブ１０は、相対的に高い
坪量を有する複数のマイクロ領域と、相対的に低い坪量を有する複数のマイクロ領域とを
有する。
【００６６】
　その方法の別の実施形態において、再分配工程は、２つの工程で達成されてもよい。例
として、まず、繊維ウェブが成形部材上に配置される間に、例えばウェブのピローを通し
て熱ガスを吹きつけることにより、合成繊維を再分配することができ、これにより、合成
繊維は、例えば、相対的に密度が低い複数のマイクロ領域が複数の合成繊維の非ランダム
反復パターンと位置合せされるような第一のパターンに従って再分配される。次いで、ウ
ェブを別の成形部材に移送することができ、合成繊維は第二のパターンに従って更に再分
配され得る。
【００６７】
　繊維構造体１００は、所望により、当該技術分野において既知であるように短縮されて
もよい。短縮は、例えば乾燥ドラム２００（図１）の表面２１０などの剛直表面から構造
体１００をクレーピングすることによって達成することができる。クレーピングは、これ
もまた当該技術分野において周知であるように、ドクターブレード２５０を使って達成す
ることができる。例えば、クレーピングは、米国特許第４，９１９，７５６号（ソーダイ
（Sawdai）、１９９２年４月２４日発行）に従って達成されてもよく、この開示は、本明
細書に参考として組み込まれる。あるいは、又は更に、短縮は、上述のようなマイクロ収
縮を通して達成されてもよい。
【００６８】
　短縮される繊維構造体１００は、典型的には、機械横方向よりも機械方向により延伸性
があり、短縮プロセスにより形成されたヒンジ線の周りで容易に曲げられ、このヒンジ線
は、概ね機械横方向に、即ち繊維構造体１００の幅に沿って延在する。クレーピングされ
ていない及び／又は別の方法で短縮される繊維構造体１００は、本発明の範囲内であると
想定される。
【００６９】
　本発明の繊維構造体１００を用いて様々な製品を作成することができる。結果として生
じた製品は、空気、油及び水用フィルタ；掃除機用フィルタ；炉用フィルタ；フェイスマ
スク；コーヒーフィルタ、ティー又はコーヒーバッグ；断熱材及び遮音材；おむつ、女性
用パッド及び失禁物品などの単回使用型衛生製品用の不織布；微小繊維又は通気性布地の
ような吸水性及び着用の柔軟性を改良するための生分解性織物布地；粉塵の回収及び除去
のための静電的に帯電した構造ウェブ；補強材、及び包装紙、筆記用紙、新聞印刷用紙、
ダンボールのような硬質紙用ウェブ、及びトイレットペーパー、紙タオル、ナプキン及び
フェイシャルティッシュなどの紙のティッシュ等級用ウェブ；外科用カーテン、創傷包帯
、包帯及び皮膚貼付剤のような医療用途での使用を見出し得る。繊維構造体はまた、特定
用途のための臭い吸収剤、シロアリ忌避剤、殺虫剤、殺鼠剤などを包含してもよい。結果
として生じた製品は、水及び油を吸収し、油若しくは水こぼしの清掃、又は農業若しくは
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園芸用途のための制御された水保持及び放出での使用を見出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明のプロセスの実施形態の概略的な側面図。
【図２】実質的に連続的な枠組みを有する成形部材の実施形態の概略的な平面図。
【図３】図２に示され、その線３－３に沿って取った成形部材の概略的な断面図。
【図４】実質的に半連続的な枠組みを有する成形部材の実施形態の概略的な平面図。
【図５】隔離されたパターンの枠組みを有する成形部材の実施形態の概略的な平面図。
【図６】図５の線６－６に沿って取った概略的な断面図。
【図７】成形部材上に配置された本発明の単一繊維構造体の概略的な断面図。
【図８】成形部材上に配置された初期ウェブのより詳細な概略断面図であり、代表的な合
成繊維が、繊維構造体の全体にわたってランダムに分配されている。
【図９】本発明の単一繊維構造体を示す、図８のそれと同様の断面図であり、合成繊維は
、構造体の全体にわたって非ランダム反復パターンで分配されている。
【図１０】本発明の単一繊維構造体の実施形態の概略的な平面図。
【図１１】圧縮用表面と成形部材の間で型押しされた本発明の単一構造体の概略的な断面
図。
【図１２】別の繊維と共接合された２成分合成繊維の概略的な断面図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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